
第３回 習志野・八千代・船橋地区地域協議会 次第 

日 時 令和５年１０月１２日（木）午後２時から 

場 所 千葉工業大学新習志野キャンパス 

１２号館６階 会議室３ 

 

１ 開 会 

 

２ 県教育委員会挨拶 

 

３ 報 告 

（１）第２回習志野・八千代・船橋地区地域協議会の概要 

 

４ 議 事 

（１）習志野・八千代・船橋地区に所在する県立高校の適正規模・適正配置について 

・この地区に望まれる県立高校の規模や配置について 

・適正規模に満たない県立高校の今後の在り方について、この地区における魅力

ある高校について 

（２）その他 

 

５ 報告・連絡 

 

６ 閉 会 

 

【資料】 
資料１ 第３回地域協議会スライド資料 

第２回習志野・八千代・船橋地区地域協議会 記録（案） 

第３回出席者名簿 

第３回座席表 
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第３回
習志野・八千代・船橋地区

地域協議会

令和５年１０月１２日（木） １４：００～
千葉工業大学

習志野・八千代・船橋地区に所在する
県立高校の状況について

Ⅰ 習志野・八千代・船橋地区に所在する
県立高校の募集学級数の推移について

R1 R2 R3 R4 R5 R6

八 千 代 ９ ９ ８ ８ ８ ８

八千代東 ８ ８ ７ ８ ８ ７

八千代西 ５ ５ ４ ５ ５ ５

津 田 沼 ９ ８ ８ ８ ８ ８

実 籾 ８ ８ ８ ８ ８ ８

船 橋 ９ ９ ９ ９ ９ ９

薬 園 台 ８ ８ ８ ８ ８ ８

船 橋 東 ８ ８ ８ ８ ８ ８

R1 R2 R3 R4 R5 R6

船 橋 啓 明 ８ ８ ７ ８ ８ ８

船 橋 芝 山 ８ ８ ８ ８ ８ ８

船 橋 二 和 ８ ８ ７ ８ ８ ７

船橋古和釜 ６ ６ ６ ６ ６ ６

船 橋 法 典 ６ ６ ５ ６ ６ ６

船 橋 豊 富 ６ ５ ４ ４ ４ ４

船 橋 北 ６ ６ ５ ６ ５ ５

【募集学級数の推移（令和元年度以降）】

※都市部における適正規模（１学年６～８学級）
を下回っている年度を赤で表示

Ⅰ 習志野・八千代・船橋地区に所在する
県立高校の募集学級数の推移について

【本県における適正規模の考え方】
〇教育課程の柔軟な編成や活力ある教育活動を展開
することが可能な規模

〇１学年あたりの学級数 都市部：６～８学級
郡 部：４～８学級

【参考】
学校教育法施行規則第４１条
「小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。
ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、
この限りでない。」

学校教育法施行規則第７９条
「第４１条の規定は、中学校に準用する。」
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Ⅰ 習志野・八千代・船橋地区に所在する
県立高校の募集学級数の推移について

【参考】他都道府県における適正規模の設定状況（R2.6.1当課調べ）

適正規模
の設定

１学年あたりの
適正規模

都道府県
の数

主な都道府県

有

８ １ 奈良

６～８ １０
東京、埼玉、神奈川、愛知、大阪、兵庫、
福岡他

４～８ ２６
北海道、茨城、栃木、群馬、岡山、山口、
佐賀他

４～６ ２ 岩手、福島

３～８ ２ 三重、長崎

条件ごとに異なる ５ 青森、千葉、長野、京都、広島

無 １ 香川

Ⅱ 習志野・八千代・船橋地区に所在する
県立高校の志願状況について

【参考】一般入学者選抜における志願状況の推移

R3 R4 R5
八 千 代 普通 347/240 358/240 334/240

体育 42/  40 40/  40 45/  40

家庭 45/  40 50/  40 43/  40

八千代東 普通 255/280 295/320 279/320

八千代西 普通 183/160 170/200 123/200

津 田 沼 普通 504/320 515/320 462/320

実 籾 普通 360/320 361/320 380/320

船 橋 普通 563/320 587/320 569/320

理数 65/  40 67/  40 67/  40

薬 園 台 普通 359/280 394/280 409/280

園芸 44/  40 28/  40 48/  40

R3 R4 R5
船 橋 東 普通 415/320 375/320 500/320

船 橋 啓 明 普通 255/280 341/320 329/320

船 橋 芝 山 普通 316/320 394/320 380/320

船 橋 二 和 普通 261/280 291/320 304/320

船橋古和釜 普通 232/240 232/240 214/240

船 橋 法 典 普通 194/200 238/240 202/240

船 橋 豊 富 普通 122/160 83/160 58/160

船 橋 北 普通 188/200 142/240 140/200

※適正規模の下限（１学年６学級）未満の年度を
ピンクで表示

※定員を下回った志願者数（確定時）を赤で表示

（確定志願者数／募集定員）

この地区の県立高校の配置状況

船橋古和釜

船橋啓明

船橋二和

船橋北
船橋豊富

船橋東

八千代西

八千代東

八千代

船橋法典

船橋芝山

船橋

津田沼

実籾

薬園台

令和５年度一般入学者選抜
において定員未充足の学校

（志願確定時）

Ⅲ

この地区の県立高校に
今後必要とされる学びは何か

5 6

7 8

会議資料37



3

Ⅲ この地区の県立高校に今後必要とされる学びは何か

議論の方向性

論点① 全日制・定時制・通信制の望ましい在り方

論点② 社会に開かれた教育課程の実現、
探究・⽂理横断・実践的な学びの推進

論点③ 少子化が加速する地域における
高等学校教育の在り方

高等学校教育の在り方ワーキンググループ
中間まとめ（令和５年８月３１日）より

論点③

少子化が加速する地域における高等学校教育の在り方

キーワード

・各市における街づくり計画や地域活性化策
・各市における小中学校の将来計画

Ⅲ この地区の県立高校に今後必要とされる学びは何か
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